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研
究
ノ
ー
ト

朝
鮮
開
化
初
期
に
お
け
る
被
教
育
者
の
呼
称
に
つ
い
て

桝　

谷　

祐　

一

は
じ
め
に

現
在
、
韓
国
で
は
被
教
育
者
を
「
学ハ
ク

生セ
ン

」
と
呼
称
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
朝
鮮
が
近
代
に
移
行
し
新
し
い
教
育
が
導
入
さ
れ
る

過
程
を
考
察
し
て
い
る
と
、「
生セ

ン

徒ド

」「
学ハ
ク

徒ト

」「
学ハ
ク

員ウ
ォ
ン」「

学
生
」
と
い
う
四
つ
の
呼
称
が
登
場
す
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
れ
ら
の
呼

称
の
違
い
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
呼
称
は
現
在
の
韓
国
語
で
指
す
と
こ
ろ
の
「
学
生
」
と
言
い
換
え
得
る

も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
概
念
に
つ
い
て
探
求
す
る
こ
と
は
、
ど
の
分
野
の
研
究
対
象
に
対
し
て
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
概
念
史
の
重
要
性
に

つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
鈴
木
貞
美
は
「
概
念
史
研
究
は
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
研
究
の
不
可
欠
な
基
礎
で
あ
る
。
概
念
の
変
化
を
知
ら
な

け
れ
ば
、
過
去
の
同
じ
語
に
現
在
の
概
念
を
投
影
す
る
誤
り
は
往
々
に
し
て
起
る
」
と
指
摘
し
て
い
る（

1
（

。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
近
代
教
育
の
導
入
に
お
け
る
被
教
育
者
の
呼
称
に
つ
い
て
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、

本
稿
で
考
察
す
る
よ
う
に
、
一
八
八
六
年
に
設
立
さ
れ
た
育
英
公
院
に
お
い
て
、
被
教
育
者
た
ち
は
自
ら
を
「
学
員
」
と
呼
称
し
、
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政
府
は
彼
ら
を
「
学
徒
」
と
呼
称
し
た
が
、
先
行
研
究
で
は
、
育
英
公
院
の
被
教
育
者
を
「
学
生
」
と
読
み
換
え
た
り
、
説
明
の
な

い
ま
ま
「
学
員
」「
学
徒
」
呼
称
を
用
い
る
な
ど
、
被
教
育
者
の
呼
称
自
体
に
関
心
を
向
け
て
い
な
い（

2
（

。
一
八
八
一
年
に
慶
應
義
塾

に
入
学
し
た
兪
吉
濬
は
、
柳
定
秀
、
尹
致
昊
と
と
も
に
最
初
の
留
学
生
と
見
な
さ
れ
て
い
る
が（

3
（

、
本
稿
で
述
べ
る
よ
う
に
、「
留
学

生
」
と
い
う
呼
称
は
こ
の
時
期
に
は
ほ
と
ん
ど
現
れ
な
い
。
ま
た
朝
鮮
後
期
に
お
い
て
、
一
般
的
に
「
学
生
」
と
は
死
亡
し
た
「
幼

学
」
を
指
す
用
語
で
あ
っ
た
が（

（
（

、
そ
れ
が
被
教
育
者
と
い
う
概
念
を
持
つ
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
説
明
が
試
み
ら
れ
て
い
な
い
と

い
う
問
題
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
開
化
期
に
表
れ
る
「
生
徒
」「
学
徒
」「
学
員
」「
学
生
」
と
い
う
四
つ
の

被
教
育
者
の
呼
称
に
対
す
る
正
確
な
概
念
が
把
握
で
き
て
い
な
い
。
唯
一
の
先
行
研
究
例
と
し
て
、
近
代
初
期
の
語
彙
の
定
義
付
け

を
行
な
っ
た
『
韓
国
近
代
初
期
の
語
彙（

（
（

』
が
あ
り
、
見
出
し
語
に
「
生
徒
」「
学
員
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
生

徒
」
は
「
中
等
以
下
の
学
生
を
指
す
語
」、「
学
員
」
は
「
勉
強
す
る
人
員
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
要
領

を
得
な
い
。

関
連
す
る
研
究
と
し
て
、
開
化
期
に
お
け
る
教
育
者
の
呼
称
に
つ
い
て
の
研
究
が
あ
る（

（
（

。
こ
の
研
究
で
は
、「
教
師
」「
教
官
」「
教

員
」
に
着
目
し
て
い
る
。
要
約
す
る
と
、「
教
師
」
は
伝
統
的
に
軍
事
教
練
を
担
当
す
る
教
育
者
と
い
う
概
念
を
持
ち
、
近
代
に
入
っ

て
か
ら
は
、
外
国
人
教
育
者
に
対
し
て
使
用
さ
れ
た
。
一
八
九
四
年
の
甲
午
改
革
以
後
、
法
律
に
「
教
官
」「
教
員
」
と
い
う
呼
称

が
登
場
す
る
が
、
現
場
の
外
国
人
教
育
者
に
は
「
教
師
」
呼
称
が
使
用
さ
れ
続
け
た
。
そ
れ
が
一
九
〇
〇
年
前
後
に
、
法
律
用
語
と

は
別
に
内
国
人
に
対
し
て
も
「
教
師
」
が
教
育
者
を
指
す
用
語
と
し
て
一
般
化
し
た
と
言
う
。

ま
た
、
日
本
の
学
界
で
は
、「
学
生
」
呼
称
に
関
す
る
研
究
が
い
く
つ
か
発
表
さ
れ
て
い
る
。
佐
藤
喜
代
治
は
「
学
生
」
と
い
う

言
葉
が
中
世
に
一
度
消
滅
し
、
近
代
に
清
国
の
『
英
華
字
典
』（
一
八
六
六
年
）
を
通
じ
て
再
輸
入
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た（

（
（

。

石
堂
彰
彦
は
明
治
時
代
に
「
学
生
」
が
流
布
す
る
様
相
を
分
析
し
、国
家
に
貢
献
す
る
「
学
生
」
と
国
家
の
規
範
か
ら
逸
脱
す
る
「
書
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生
」
と
い
う
概
念
の
区
別
が
生
じ
た
こ
と
を
指
摘
し
た（

（
（

。
岩
木
勇
作
は
明
治
初
期
に
お
け
る
「
学
生
」
呼
称
の
誕
生
と
そ
の
意
味
を

集
中
的
に
分
析
し
、「
学
生
」
呼
称
の
使
用
が
進
化
主
義
と
関
係
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る（

9
（

。

以
上
の
よ
う
に
、
近
代
朝
鮮
に
お
け
る
被
教
育
者
の
呼
称
は
、
ま
だ
分
析
が
試
み
ら
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、
試
論
と

し
て
朝
鮮
に
お
い
て
近
代
教
育
が
導
入
さ
れ
る
一
八
八
〇
年
代
を
中
心
に
「
生
徒
」「
学
徒
」「
学
員
」「
学
生
」
呼
称
が
ど
の
よ
う

に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
か
を
歴
史
学
的
観
点
か
ら
検
討
す
る
。
こ
の
時
期
、
領
選
使
及
び
朝
士
視
察
団
に
随
行
し
た
留
学
生
、
同
文

学
、
育
英
公
院
の
運
営
な
ど
、
新
し
い
教
育
は
政
府
主
導
で
行
な
わ
れ
た
。
ま
た
、
甲
申
政
変
（
一
八
八
四
年
）
の
失
敗
に
よ
り
急

進
的
な
改
革
が
頓
挫
す
る
も
の
の
、
漸
進
的
に
清
国
の
羈
絆
か
ら
脱
し
よ
う
と
す
る
時
期
で
も
あ
る（

（1
（

。
こ
の
よ
う
な
社
会
の
変
化
と

被
教
育
者
の
呼
称
に
関
連
性
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一　

近
代
教
育
の
体
験
と
受
容
さ
れ
た
被
教
育
者
の
呼
称

１　

領
選
使
を
通
じ
て
受
容
さ
れ
た
「
学
生
」
呼
称

一
八
七
六
年
、「
日
朝
修
好
条
規
」
に
よ
り
朝
鮮
は
西
洋
を
基
準
と
す
る
国
際
秩
序
に
取
り
込
ま
れ
た
。
そ
の
後
、
二
度
に
わ
た

る
日
本
へ
の
修
信
使
派
遣
を
通
じ
て
、
朝
鮮
の
知
識
人
に
西
洋
文
物
を
受
容
す
る
重
要
性
が
認
識
さ
れ
は
じ
め
た（

（（
（

。

第
二
次
修
信
使
金
宏
集
は
、
日
本
滞
在
中
、
黄
遵
憲
か
ら
『
朝
鮮
策
略
』
を
受
け
取
り
、
一
八
八
〇
年
陰
暦
八
月
二
八
日
（
以
下
、

日
付
は
陰
暦
で
あ
る
）、国
王
に
献
納
し
た
。
そ
こ
に
は
、「
遣
学
生
、往
京
師
同
文
館
、習
西
語
」と
い
う
一
文
が
見
え
る（

（1
（

。『
朝
鮮
策
略
』

の
勧
め
に
従
い
、
朝
鮮
政
府
は
、
日
本
と
清
国
に
留
学
生
を
派
遣
す
る
こ
と
を
決
め
る
。

と
こ
ろ
で
、『
朝
鮮
策
略
』
に
見
え
る
「
学
生
」
と
い
う
呼
称
は
、
朝
鮮
で
は
慣
例
的
に
死
ん
だ
「
幼
学
」
の
こ
と
を
指
す
。
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一
九
世
紀
末
の
辞
典
を
引
く
と
、『
韓
英
字
典
』（
一
八
九
七
年
）
で
は
「
学
生
」
を
「O

ne dying w
ithout rang; a deceased 

scholar

」
と
説
明
し
、
ま
た
『
国
漢
会
語
』（
一
八
九
五
年
）
で
は
「
儒
死
之
称
」
と
説
明
し
て
お
り
、「
学
生
」
は
死
者
を
意
味
す

る
こ
と
が
分
か
る
。
李
瀷
が
「
生
称
幼
学
、死
称
学
生
、其
義
非
也（

（1
（

」
と
記
し
て
こ
の
慣
習
に
疑
問
を
投
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、「
学

生
」
を
生
存
者
に
使
用
す
る
こ
と
は
一
般
的
で
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（

（1
（

。『
朝
鮮
策
略
』
に
登
場
す
る
被
教
育
者
を
意
味
す
る
「
学

生
」
は
、
朝
鮮
で
は
一
般
的
に
使
わ
れ
な
い
語
義
で
あ
っ
た
。

清
国
に
派
遣
さ
れ
た
領
選
使
一
行
は
留
学
生
を
団
体
と
し
て
派
遣
し
た
最
初
の
事
例
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
朝
鮮
政
府
が
清

国
に
留
学
生
を
送
る
こ
と
を
通
達
し
た
文
書
は
、
一
八
八
一
年
九
月
一
六
日
付
で
あ
る
。
こ
の
時
、
派
遣
さ
れ
る
被
教
育
者
は
「
工

員
」「
匠
工
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た（

（1
（

。
金
允
植
が
領
選
使
の
命
を
受
け
た
の
は
九
月
二
三
日
で
あ
る
。
そ
の
時
、
記
録
さ
れ
た
被
教

育
者
の
呼
称
は
「
工
徒
」
で
あ
っ
た（

（1
（

。

記
録
の
上
で
は
領
選
使
一
行
が
義
州
統
軍
亭
に
到
着
し
た
一
〇
月
一
七
日
に
被
教
育
者
を
「
学
徒
」
と
「
工
匠
」（
あ
る
い
は
「
工

徒
」）
と
に
区
別
し
た（

（1
（

。
す
で
に
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
学
徒
」
と
「
工
匠
」
と
の
間
に
は
待
遇
に
差
が
あ
り
、

こ
れ
は
両
班
と
中
人
の
身
分
の
差
を
現
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

（1
（

。

と
こ
ろ
が
、
金
允
植
は
天
津
に
到
着
し
て
か
ら
、「
学
生
」
と
い
う
呼
称
を
使
用
し
は
じ
め
る
。

① 

〔
李
鴻
章
〕（〔 

〕は
筆
者
註
。
以
下
同
）問
貴
国
、派
有
生
徒
、往
日
本
学
習
何
事
。〔
金
允
植
〕対
、未
有
派
送
学
生
於
日
本
之
事
、

日
人
留
住
王
京
、
故
使
兵
弁
往
学
技
芸
（『
陰
晴
史
』
一
八
八
一
年
一
二
月
二
六
日
条
）

② 

李
中
堂
批
拠
詳
現
留
該
局
朝
鮮
学
生
十
名
…
…
（
同
、
一
八
八
二
年
三
月
一
七
日
条
割
註
）

③ 

余
〔
金
允
植
〕
曰
、
近
閲
申
報
、
学
生
之
自
西
遠
来
者
…
…
（
同
、
一
八
八
二
年
四
月
二
一
日
条
）

上
記
三
点
の
用
例
は
金
允
植
が
明
ら
か
に
被
教
育
者
の
意
味
で
「
学
生
」
を
使
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
①
の
事
例
は
特
に
興
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味
深
く
、李
鴻
章
が
「
生
徒
」
呼
称
で
問
い
か
け
た
と
こ
ろ
、金
允
植
は
「
学
生
」
呼
称
で
答
え
て
い
る
。
金
允
植
が
自
覚
的
に
「
学

生
」
呼
称
を
用
い
て
い
る
証
左
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
一
方
で
金
允
植
は
「
学
徒
」
呼
称
も
合
わ
せ
て
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る（

11
（

。
金
允
植
は
「
学
徒
」
と
「
学
生
」
を
区
別
せ
ず
同
一
の
概
念
と
し
て
使
用
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

清
国
で
は
、『
朝
鮮
策
略
』
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
被
教
育
者
を
「
学
生
」
と
呼
称
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た（

1（
（

。
天
津
機

器
局
で
も
清
国
人
は
金
允
植
と
の
筆
談
の
中
で
「
学
生
」
呼
称
を
用
い
て
い
る（

11
（

。
清
国
人
が
「
学
徒
」
を
使
用
し
た
事
例
も
確
認
で

き
る
が
、
こ
れ
は
被
教
育
者
の
集
団
を
指
す
呼
称
で
あ
る（

11
（

。
金
允
植
が
天
津
に
着
い
て
か
ら
「
学
生
」
を
使
用
し
は
じ
め
た
の
は
、

清
国
人
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

領
選
使
一
行
は
一
八
八
二
年
、
壬
午
軍
乱
の
影
響
に
よ
り
中
断
さ
れ
た
。
帰
国
の
際
、
李
鴻
章
は
ド
イ
ツ
人
メ
レ
ン
ド
ル
フ
を
顧

問
官
と
し
て
派
遣
し
、
同
時
に
六
名
の
清
国
人
を
同
行
さ
せ
た
。
彼
ら
は
集
団
と
し
て
は
「
学
徒
」、
個
々
を
指
す
と
き
は
「
学
生
」

と
呼
称
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
こ
の
清
国
人
た
ち
は
英
語
を
教
え
る
学
校
「
同
文
学
」
の
初
期
教
師
を
担
当
し
た
。
清
国
人
が
元
々
被
教
育

者
を
「
学
生
」
と
呼
称
し
た
こ
と
に
加
え
、
金
允
植
も
同
文
学
の
被
教
育
者
を
「
学
生
」
と
し
て
記
録
し
て
い
る
こ
と（

11
（

か
ら
、
同
文

学
で
は
被
教
育
者
を
「
学
生
」
と
呼
称
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

２　

朝
士
視
察
団
を
通
し
て
受
容
さ
れ
た
「
生
徒
」
呼
称

一
八
八
一
年
二
月
、
領
選
使
よ
り
も
少
し
先
に
、
日
本
に
も
朝
士
視
察
団
と
呼
ば
れ
る
一
団
が
派
遣
さ
れ
た（

11
（

。
朝
士
視
察
団
は
領

選
使
と
同
じ
く
留
学
生
と
し
て
兪
吉
濬
、
尹
致
昊
、
柳
定
秀
を
派
遣
し
た
。
ま
た
朝
士
視
察
団
は
日
本
滞
在
中
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
校

を
視
察
し
た
。
そ
の
内
容
は
各
員
の
日
記
に
記
録
さ
れ
、
あ
る
い
は
後
日
報
告
書
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の
記
録
に
現
れ
る
被

教
育
者
の
呼
称
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
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（
許
東
賢
編
『
朝
士
視
察
団
関
係
資
料
集
』（
全
一
四
巻
）
国
学
資
料
院
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
調
査
。
本
書
の
頁
数
を
付
す
）

　
　

生
徒
の
例

①
教
員
七
万
余
、
生
徒
二
百
四
十
万
七
千
余
…
…
（
閔
種
黙
『
見
聞
事
件
』、
一
二
巻
、
一
二
〇
頁
）

②
只
従
各
学
校
生
徒
卒
業
…
…
（
沈
相
学
『
日
本
見
聞
事
件
草
』、
一
二
巻
、
二
四
〇
頁
）

③ 

師
範
学
校
生
徒
百
余
人
…
…
（
厳
世
永
『
見
聞
事
件
』、
一
二
巻
、
三
二
〇
頁
）

そ
の
他
、李

永
『
日
槎
集
略
』、姜
晋
馨
『
日
東
録
』、宋
憲
斌
『
東
京
日
記
』、趙
準
永
『
文
部
省
（
所
轄
目
録
）』、李
元
会
『
日

本
陸
軍
操
典
一
』
に
も
「
生
徒
」
呼
称
が
見
ら
れ
る
。

　
　

学
徒
の
例

④
全
国
大
小
学
校
不
啻
万
計
、
学
徒
不
下
数
十
万
…
…
（
朴
定
陽
『
日
本
国
見
聞
条
件
』、
一
二
巻
、
一
九
八
頁
）

⑤ 

茶
罷
後
遍
観
学
校
、
而
一
処
有
読
八
大
家
学
徒
…
…
各
有
教
師
生
徒
、
而
非
吾
所
謂
学
校
也
（
李

永
『
日
槎
集
略
』、
一
四
巻
、

一
八
頁
）

　
　

学
生
の
例

⑥ 

文
学
第
二
年
、
使
生
徒
研
究
心
理
学
…
…
而
適
学
生
論
理
学
上
、
思
想
之
進
歩
…
…
故
学
生
、
当
後
来
読
諸
家
著
作
…
…
（
趙

準
永
『
文
部
省
（
所
轄
目
録
）』、
四
巻
、
六
九
頁
）

こ
の
よ
う
に
、
被
教
育
者
を
指
す
呼
称
と
し
て
「
生
徒
」「
学
徒
」「
学
生
」
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
最
も
よ
く
使
用
さ
れ

て
い
る
の
は
「
生
徒
」
で
あ
る
。「
生
徒
」
呼
称
は
、
特
に
教
育
全
般
を
報
告
し
た
趙
準
永
の
『
文
部
省
（
所
轄
目
錄
）』
に
数
多
く

確
認
で
き
る
。
一
方
、「
学
徒
」
呼
称
の
使
用
例
は
李

永
と
朴
定
陽
に
の
み
確
認
さ
れ
る
が
、
そ
の
使
用
例
は
す
べ
て
集
団
を
指
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し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、『
文
部
省
（
所
轄
目
錄
）』
に
は
一
部
分
に
「
学
生
」
呼
称
が
登
場
す
る
。
⑥
の
用
例
を
見
る
と
、「
学
生
」
と
「
生
徒
」

が
一
つ
の
段
落
に
登
場
す
る
が
、こ
れ
は
趙
準
永
が
意
図
的
に
「
学
生
」
呼
称
を
使
用
し
た
の
で
は
な
く
、『（
明
治
一
三
、一
四
年
度
）

東
京
大
学
法
理
文
三
学
部
一
覧
』
を
翻
訳
し
た
際
に
語
彙
が
そ
の
ま
ま
移
植
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
翻
訳
元
の
文
章
は
次
の
通
り
で

あ
る
。文

学
第
二
年
ニ
於
テ
ハ
…
…
生
徒
ヲ
シ
テ
心
体
ノ
相
関
係
ス
ル
所
以
並
ニ
意
識
ト
体
様
ゟ
相
並
行
ス
ル
所
以
ヲ
知
ラ
シ
ム
…
…

論
理
学
上
恰
モ
今
日
学
生
思
想
ノ
進
歩
ニ
適
応
ス
ヘ
キ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
示
ス
ニ
在
リ
且
ツ
…
…
要
領
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
カ
故
ニ
学
生

ハ
之
ニ
由
テ
后
来
諸
家
ノ
著
書
ヲ
繙
ク
ニ
方
リ
容
易
ニ
其
蘊
奥
ヲ
闚
ム
ル
ヲ
得
ベ
シ
（『（
明
治
一
三
、一
四
年
度
）
東
京
大
学

法
理
文
三
学
部
一
覧
』、
六
九
頁
）

こ
の
文
章
を
⑥
と
比
べ
る
と
、
漢
字
の
語
彙
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
趙
準
永
、

あ
る
い
は
そ
の
翻
訳
担
当
者
は
、
語
彙
の
概
念
に
留
意
せ
ず
、
逐
語
訳
の
ま
ま
報
告
書
を
作
成
し
た
よ
う
で
あ
る
。
各
報
告
書
に
表

れ
る
「
生
徒
」
呼
称
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
朝
士
視
察
団
の
被
教
育
者
に
対
す
る
呼
称
用
例
は
集
団
を
表
す
も
の
し
か
確
認
で
き
な
い
た
め
、
個
人
に
対
し
て
ど
う

呼
称
し
た
の
か
は
判
断
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
壬
午
軍
乱
後
に
派
遣
さ
れ
た
修
信
使
朴
泳
孝
の
記
録
で
そ
れ
を
補
完
し
て
み
る
。
朴

泳
孝
は
一
八
八
二
年
八
月
一
日
か
ら
一
一
月
二
八
日
ま
で
修
信
使
と
し
て
訪
日
し
た
。
主
な
業
務
は
壬
午
軍
乱
の
事
後
処
理
で
あ
っ

た
が
、
留
学
生
の
派
遣
と
刷
還
も
並
行
し
て
行
な
っ
た
。
留
学
生
、
す
な
わ
ち
被
教
育
者
が
登
場
す
る
記
録
は
次
の
通
り
で
あ
る
。



東洋文化研究 19 号　　13（

・
本
大
臣
有
率
来
本
国
生
徒
四
人
（『
使
和
記
略
』
一
八
八
二
年
九
月
二
二
日
条
）

・
生
徒
朴
裕
宏
、
朴
命
和
、
送
于
福
沢
諭
吉
私
立
学
校
（
同
、
一
八
八
二
年
一
一
月
三
日
条
）

・
生
徒
金
亮
漢
、
航
海
所
費
紙
幣
一
千
円
（
同
、
一
八
八
二
年
一
一
月
一
七
日
条
）

・
本
国
留
学
人
金
亮
漢
、
在
留
貴
国
造
船
所
学
習
（
同
、
一
八
八
二
年
九
月
九
日
条
）

以
上
に
挙
げ
た
例
の
う
ち
、「
留
学
人
」
と
い
う
呼
称
が
一
度
だ
け
登
場
す
る
も
の
の
、
他
は
す
べ
て
「
生
徒
」
と
呼
称
さ
れ
て

い
る
。「
留
学
生
」
呼
称
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
留
学
生
の
受
入
先
で
あ
る
慶
應
義
塾
の
塾
長
福
沢
諭
吉
は
朝
鮮
人
留
学
生
を
「
生

徒
」
と
呼
称
し
て
い
た（

11
（

。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
を
通
じ
て
入
っ
て
き
た
被
教
育
者
の
呼
称
は
主
に
「
生
徒
」
で
あ
っ
た
。「
生
徒
」
呼
称
は
朝
鮮
で
も
使
用

さ
れ
て
い
た
が
、
李

永
が
「
非
吾
所
謂
学
校
也
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
で
目
撃
し
た
教
育
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
異
質
な

も
の
で
あ
っ
た
。「
生
徒
」
も
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
概
念
と
は
異
な
る
新
し
い
教
育
を
受
け
る
者
を
指
し
て
い
る
。
日
本
で
は
東
京

大
学
が
「
学
生
」
を
使
用
し
は
じ
め
る
直
前
の
こ
と
で
あ
り（

11
（

、
一
部
分
に
使
用
さ
れ
た
「
学
生
」
呼
称
も
ま
た
、
逐
語
訳
的
に
受
容

し
た
。

二　
「
学
徒
」「
学
員
」
呼
称
の
定
着
過
程

先
に
見
た
よ
う
に
、「
学
生
」
と
「
生
徒
」
は
朝
鮮
に
も
存
在
す
る
語
で
は
あ
っ
た
が
、領
選
使
を
通
じ
て
清
国
か
ら
「
学
生
」
が
、

朝
士
視
察
団
を
通
じ
て
日
本
か
ら
「
生
徒
」
が
、
新
し
い
概
念
と
し
て
持
ち
込
ま
れ
た
。
そ
の
後
、「
学
生
」
呼
称
は
一
時
同
文
学

で
使
用
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
も
の
の
、
一
般
的
に
は
用
い
ら
れ
ず
消
え
て
し
ま
う
。
被
教
育
者
に
対
し
て
使
用
さ
れ
た
の
は
、「
生
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徒
」
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
一
八
八
二
年
四
月
六
日
に
調
印
さ
れ
た
「
米
朝
修
好
通
商
条
約
」
第
一
一
条
に
あ
る
「S

tudents of 

either nationality

」
は
、「
両
国
生
徒
」
と
漢
訳
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
ま
た
一
八
八
二
年
一
二
月
四
日
に
制
定
さ
れ
た
「
通
理
交
渉
通
商

事
務
衙
門
章
程
」
に
は
「
同
文
学
…
…
督
率
教
習
厳
課
生
徒
…
…
」
と
あ
る（

11
（

。『
漢
城
旬
報
』『
漢
城
周
報
』
に
も
「
生
徒
」
が
主
に

使
用
さ
れ
て
い
る（

1（
（

。
通
理
交
渉
通
商
事
務
衙
門
も「
生
徒
」を
好
ん
で
使
用
し
た（

11
（

。「
学
徒
」は
集
団
を
指
す
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、『
漢
城
旬
報
』
で
は
表
題
に
「
英
語
学
徒
」
と
あ
る
が
、
本
文
で
は
「
生
徒
」
呼
称
が
使
用
さ
れ
て
い
る（

11
（

。『
統
署
日
記
』

で
は
済
衆
院
に
置
く
被
教
育
者
を
「
学
徒
」
と
呼
称
し
て
い
る
が（

11
（

、そ
の
規
則
に
は
「
生
徒
」
呼
称
が
使
用
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
よ
っ
て
、

被
教
育
者
は
「
生
徒
」
で
あ
り
、
集
団
と
し
て
は
「
学
徒
」
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。

一
方
、「
学
生
」
呼
称
は
外
国
人
の
通
信
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
。

① 

日
館
来
函
、磯
林
真
三
、帯
同
学
生
上
野
茂
一
郎
…
…
請
発
給
護
照
事（『
統
署
日
記
』一
、一
八
八
五
年
四
月
二
二
日
条
、六
〇
頁
）

② 

函
覆
日
館
、
以
磯
林
真
三
、
帯
学
生
上
野
茂
一
郎
遊
歴
事
、
成
送
護
照
（
同
、
一
八
八
五
年
四
月
二
七
日
条
、
六
一
頁
）

③ 

陳
館
照
会
二
度
…
…
一
是
査
前
派
往
朝
鮮
学
生
六
名
…
…
（
同
、
一
八
八
五
年
五
月
一
日
条
、
六
三
頁
）

④ 

照
会
陳
館
…
…
又
照
覆
三
度
…
…
為
派
往
朝
鮮
学
生
現
在
海
関
辦
事
者
…
…
（
同
、
一
八
八
五
年
五
月
四
日
条
、
六
四
頁
）

①
、
②
は
日
本
か
ら
来
た
通
信
と
そ
れ
に
対
す
る
回
答
で
あ
り（

11
（

、
③
、
④
は
清
国
か
ら
来
た
通
信
と
そ
れ
に
対
す
る
回
答
で
あ
る
。

日
本
の
事
例
は
、
語
学
学
生
が
内
地
遊
覧
す
る
た
め
の
護
照
発
給
依
頼
に
対
し
、
許
可
を
与
え
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
清
国
の
事

例
は
、
海
関
事
務
見
習
い
を
す
る
清
国
人
学
生
の
帰
国
問
題
を
議
論
す
る
内
容
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
外
国
人
の
場
合
、
相
手
国
が

「
学
生
」
呼
称
を
使
用
す
れ
ば
、「
学
生
」
呼
称
で
応
じ
た
。
外
国
で
は
「
学
生
」
と
い
う
呼
称
が
被
教
育
者
と
い
う
意
味
で
使
用
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
国
民
に
対
し
て
「
学
生
」
呼
称
が
使
用
さ
れ
る
例
は
稀
で
あ
る（

11
（

。

つ
ま
り
、
一
八
八
二
年
以
後
、
被
教
育
者
の
呼
称
は
「
生
徒
」
が
用
い
ら
れ
、「
学
徒
」
は
そ
の
集
団
と
し
て
の
意
味
で
用
い
ら
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れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
一
八
八
六
年
初
頃
か
ら
「
生
徒
」
呼
称
が
消
え
、「
学
徒
」
呼
称
に
変
わ
る
。

史
料
で
確
認
で
き
る
早
い
変
化
と
し
て
、
一
八
八
六
年
二
月
二
二
日
付
『
漢
城
周
報
』
に
「
優
等
学
徒
南
宮
檍
、
申
洛
均
」
と

い
う
用
例
が
現
れ
る
。
同
年
五
月
一
三
日
付
『
承
政
院
日
記
』
に
は
「
学
徒
李
宜
植
」
と
い
う
用
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
は

集
団
で
は
な
く
個
人
を
指
す
呼
称
と
し
て
「
学
徒
」
が
用
い
ら
れ
は
じ
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
再
度
確
認
す
れ
ば
、
朝
鮮
政
府
は

一
八
八
六
年
初
以
前
ま
で
は
意
図
的
に
「
生
徒
」
呼
称
を
使
用
し
て
い
る
。

① 

日
館
照
会
、
外
務
卿
来
文
、
為
朝
鮮
学
徒
李
啓
弼
、
金
宣
純
、
玄
映
運
三
人
稟
称
…
…
貴
政
府
如
欲
該
学
生
留
学
、
則
似
宣
接

済
、
如
欲
使
帰
国
、
速
派
員
召
回
事
（『
統
署
日
記
』
一
、一
八
八
五
年
七
月
一
三
日
条
、
二
四
四
頁
）

② 

函
送
日
館
、
本
国
生
徒
、
理
合
率
還
…
…
（
同
、
一
八
八
五
年
七
月
二
九
日
条
、
二
五
一
頁
）

こ
れ
は
甲
申
政
変
後
、
日
朝
間
で
渡
日
留
学
生
の
刷
還
問
題
を
議
論
し
た
通
信
で
あ
る（

11
（

。
①
の
文
は
、
日
本
側
が
朝
鮮
人
留
学
生

を
「
学
徒
」「
学
生
」
と
呼
称
し
て
い
る
。
②
は
そ
の
回
答
で
あ
り
、朝
鮮
側
は
「
生
徒
」
呼
称
で
応
じ
て
い
る
。
自
国
民
に
「
学
徒
」

「
学
生
」
を
使
用
し
な
い
の
は
意
図
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
通
理
交
渉
通
商
事
務
衙
門
に
お
い
て
も
一
八
八
六
年
初
頃
か
ら
被
教
育
者
の
呼
称
に
変
化
が
見
ら
れ
る
。
五
月
一
四
日

に
「
学
徒
李
宜
植
」
と
い
う
表
現
が
確
認
さ
れ（

11
（

、
そ
れ
以
後
、
被
教
育
者
は
「
学
徒
」
と
呼
称
さ
れ（

11
（

、「
生
徒
」
呼
称
が
現
れ
な
く

な
る（

1（
（

。「
生
徒
」
呼
称
が
意
図
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
一
八
八
六
年
以
後
の
「
学
徒
」
呼
称
も
意
図
的
に
使
用
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
次
の
用
例
で
そ
れ
を
確
認
す
る
。

① 

法
館
来
函
…
…
現
在
獄
囚
弊
国
学
堂
学
生
三
人
一
案
、
昨
晤
明
言
擬
欲
転
奏
貴
国
大
君
主
、
施
恩
允
准
等
語
、
本
大
臣
欲
飭
令

弊
署
兵
丁
、
前
往
貴
国
囹
圄
、
将
該
三
学
生
、
引
導
前
来
弊
館
、
是
否
希
即
回
覆
事
（『
統
署
日
記
』
一
、一
八
八
八
年
五
月

二
四
日
条
、
六
九
四
頁
）
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② 

函
覆
法
館
、
接
奉
函
示
、
為
三
学
徒
釈
放
一
事
…
…
現
奉
勅
諭
、
該
学
徒
招
致
外
署
、
暁
諭
放
釈
、
毋
至
再
犯
等
因
、
奉
此
、

査
該
学
従マ

マ

所
犯
、
揆
法
難
貸
、
而
我
大
君
主
好
生
之
徳
、
洽
于
民
心
、
且
軫
念
貴
大
臣
苦
懇
之
意
、
俾
該
学
徒
全
行
釈
放
、
不

勝
欽
頌
…
…
（
同
、
一
八
八
八
年
六
月
一
日
条
、
六
九
六
頁
）

③ 

法
館
覆
函
…
…
已
将
弊
国
学
堂
学
生
三
名
放
送
如
此
迅
速
、
曷
勝
暢
悦
欣
忭
之
至
…
…
（
同
、
一
八
八
八
年
六
月
二
日
条
、

六
九
八
頁
）

フ
ラ
ン
ス
宣
教
師
の
学
堂
に
通
っ
て
い
た
被
教
育
者
三
名
が
拘
束
さ
れ
た
事
件
で
、
フ
ラ
ン
ス
側
が
釈
放
を
要
求
す
る
通
信
の
往

復
で
あ
る（

11
（

。
①
の
文
で
フ
ラ
ン
ス
は
朝
鮮
人
被
教
育
者
を
「
学
生
」
と
呼
称
し
て
い
る
が
、
②
の
文
で
朝
鮮
側
は
「
学
徒
」
呼
称
で

応
じ
て
い
る
。
③
の
フ
ラ
ン
ス
の
返
答
は
飽
く
ま
で
「
学
生
」
呼
称
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
朝
鮮
政
府
は
フ
ラ
ン
ス
の
外
交
文
書
に
登

場
す
る
「
学
生
」
呼
称
を
使
用
せ
ず
、「
学
徒
」
呼
称
に
固
執
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
他
に
も
電
報
局
に
在
籍

す
る
被
教
育
者
の
呼
称
は
常
に
「
学
徒
」
と
呼
ば
れ
て
い
た（

11
（

。
一
方
、
電
報
局
に
は
義
州
電
線
合
同
に
依
拠
し
て
清
国
人
実
習
生
が

派
遣
さ
れ
て
い
た
が
、
彼
ら
に
対
し
て
は
「
学
生
」
呼
称
が
使
わ
れ
て
い
る（

11
（

。
以
前
の
如
く
外
国
人
に
対
し
て
は
外
国
の
呼
称
を
そ

の
ま
ま
使
用
し
た
。

「
学
徒
」呼
称
は
新
し
い
教
育
を
受
け
る
者
の
み
に
適
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。伝
統
教
育
機
関
に
お
い
て
も
被
教
育
者
呼
称
に「
学

徒
」
が
使
用
さ
れ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
一
八
八
六
～
一
八
八
七
年
間
に
作
成
さ
れ
た
儒
教
教
育
改
革
案
を
包
含
す
る
『
官

学
院
録（

11
（

』
を
通
し
て
周
辺
的
に
観
察
で
き
る
。『
官
学
院
録
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
一
八
八
六
年
八
月
一
六
日
付
内
務
府
下
達
「
新

設
学
校
節
目
」
で
は
、
被
教
育
者
呼
称
と
し
て
「
儒
生
」
と
い
う
語
が
一
部
見
ら
れ
る
も
の
の（

11
（

、
主
と
し
て
「
学
徒
」
が
用
い
ら
れ

て
い
る（

11
（

。
同
じ
く
儒
教
改
革
の
一
環
と
し
て
一
八
八
七
年
七
月
に
成
均
館
が
経
学
院
に
改
称
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
も
「
学
徒
」
呼
称

が
使
わ
れ
て
い
る（

11
（

。
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「
新
設
学
校
節
目
」
が
内
務
府
か
ら
下
達
さ
れ
た
指
令
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
時
期
が
一
八
八
六
年
以
後
で
あ
る
こ
と
、
同
じ

一
八
八
六
年
初
め
に『
統
署
日
記
』に
お
い
て
も
被
教
育
者
を「
生
徒
」か
ら「
学
徒
」に
呼
び
換
え
て
い
る
こ
と
を
統
合
し
考
え
れ
ば
、

中
央
政
府
の
な
か
で
一
八
八
六
年
初
め
頃
に
被
教
育
者
の
呼
称
を
「
学
徒
」
と
す
る
と
い
う
何
ら
か
の
合
意
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測

さ
れ
る
。
当
時
の
辞
典
を
引
く
と
、『
韓
仏
字
典
』（
一
八
八
〇
年
）
に
は
「
学
徒
」
の
見
出
し
語
が
な
い
。『
韓
英
字
典
』（
一
八
九
〇

年
）
に
は
「
学
徒
」
の
見
出
し
語
が
あ
り
、「S

tudent, m
em

ber of school

」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。『
韓
英
字
典
』
に
は
「
生
徒
」

「
学
生
」
の
見
出
し
語
は
な
い
。
や
は
り
一
八
八
六
年
の
前
後
で
被
教
育
者
の
呼
称
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

一
八
八
六
年
初
め
と
は
朝
鮮
最
初
の
近
代
的
学
校
と
目
さ
れ
て
い
る
育
英
公
院
が
設
置
さ
れ
た
時
期
と
重
な
る
。『
育
英
公
院
日

録（
11
（

』
を
見
る
と
、
育
英
公
院
の
被
教
育
者
に
つ
い
て
は
、
七
月
一
一
日
の
時
点
で
「
学
徒
」
呼
称
が
使
用
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
七
月
二
八

日
に
公
布
さ
れ
た
「
育
英
公
院
節
目
」
に
も
「
学
徒
」
呼
称
が
確
認
で
き（

1（
（

る
。
こ
こ
ま
で
は
先
に
確
認
さ
れ
た
「
学
徒
」
呼
称
と
同

じ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
育
英
公
院
に
お
い
て
は
、
以
後
、
お
も
に
「
学
員
」
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
た
。
ま
た
「
学
員
」
は
育
英
公
院
で

の
み
使
用
さ
れ
て
い
る
。「
学
員
」
呼
称
は
先
に
紹
介
し
た
「
育
英
公
院
節
目
」
に
一
度
登
場
す
る（

11
（

。
た
だ
し
、「
育
英
公
院
節
目
」

で
は
「
学
徒
」
も
使
用
さ
れ
て
お
り
、「
学
員
」
と
概
念
上
の
区
別
は
つ
か
な
い
。
以
後
、育
英
公
院
の
被
教
育
者
は
以
下
の
よ
う
に
「
学

員
」
と
な
る
。

・ 

自
命
下
之
口
準
十
口
内
、
備
充
学
員
（『
育
英
公
院
日
録
』
一
八
八
六
年
八
月
一
〇
日
条
）

・ 

如
有
学
員
無
故
懸
病
（
同
、
一
八
八
七
年
四
月
一
四
日
条
）

・ 

而
亦
不
可
不
継
選
学
員
以
広
語
学
（
同
、
一
八
八
九
年
一
月
一
四
日
条
）

以
上
の
例
は
、
育
英
公
院
内
で
の
自
称
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
政
府
か
ら
育
英
公
院
へ
の
文
書
は
「
学
徒
」
呼
称
な
の
で
あ
る
。
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・ 

有
飭
教
、
自
上
下
教
内
、
学
徒
亦
頻
散
漫
（『
育
英
公
院
日
録
』
一
八
九
〇
年
八
月
一
三
日
条
）

・ 
給
憑
…
…
現
以
育
英
学
徒
（『
統
署
日
記
』
二
、一
八
八
九
年
六
月
一
三
日
条
、
一
二
六
～
一
二
七
頁
）

つ
ま
り
、
政
府
は
育
英
公
院
に
対
し
て
他
の
被
教
育
者
と
同
様
に
「
学
徒
」
呼
称
を
用
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
育
英
公
院

は
自
ら
を
「
学
員
」
と
呼
称
し
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
育
英
公
院
が
自
己
を
「
学
徒
」
と
区
別
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
っ
て
い

る
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
区
別
は
、「
学
徒
」
を
下
級
と
し
、「
学
員
」
を
上
級
と
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
甲
午
改
革

以
後
の
教
育
の
場
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る（

11
（

。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
朝
鮮
開
化
初
期
に
お
け
る
被
教
育
者
呼
称
の
導
入
過
程
を
考
察
し
た
。そ
の
結
果
、朝
鮮
政
府
は「
生
徒
」「
学
徒
」「
学
員
」

「
学
生
」
と
い
う
被
教
育
者
の
呼
称
を
区
別
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
要
点
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

一
八
八
一
年
、
朝
鮮
政
府
は
清
国
に
領
選
使
、
日
本
に
朝
士
視
察
団
を
派
遣
し
た
。
そ
の
結
果
、
清
国
か
ら
は
「
学
生
」、
日
本

か
ら
は
「
生
徒
」
呼
称
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
被
教
育
者
の
意
で
の
「
学
生
」
呼
称
は
、
同
文
学
で
使
用
さ
れ
た
可
能
性
が

あ
る
も
の
の
、
一
般
的
に
は
使
用
さ
れ
ず
、「
生
徒
」
呼
称
が
定
着
し
た
。
し
か
し
、
一
八
八
六
年
初
め
頃
か
ら
「
生
徒
」
呼
称
は

消
え
、「
学
徒
」
呼
称
が
使
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
同
時
期
に
育
英
公
院
が
設
置
さ
れ
る
が
、
そ
の
被
教
育
者
は
「
学
員
」
と
自
称
し
た
。

こ
の
「
学
員
」
は
育
英
公
院
が
自
ら
を
「
学
徒
」
と
区
別
す
る
た
め
だ
と
考
察
し
た
。
史
料
で
は
「
学
生
」
呼
称
も
確
認
で
き
る
が
、

そ
の
用
例
を
み
る
と
、
清
国
ま
た
は
日
本
が
自
国
民
を
「
学
生
」
と
呼
称
し
た
際
に
、
そ
れ
に
応
答
す
る
形
で
使
用
し
て
い
る
も
の

で
あ
り
、
朝
鮮
人
に
対
し
て
は
「
学
生
」
を
使
用
し
な
い
態
度
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
観
察
さ
れ
た
。
分
析
対
象
が
言
葉
で
あ
る
以



東洋文化研究 19 号　　1（2

上
、
若
干
の
「
ゆ
れ
」
も
見
ら
れ
る
が
、
傾
向
と
し
て
、
本
稿
で
指
摘
し
た
概
念
が
存
在
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

一
八
八
六
年
初
め
頃
か
ら
使
わ
れ
る
被
教
育
者
呼
称
「
学
徒
」「
学
員
」
は
、
清
国
や
日
本
に
使
用
例
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の

出
現
過
程
か
ら
み
て
朝
鮮
で
独
自
に
選
択
さ
れ
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
一
八
八
六
年
と
い
う
時
期
は
、「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ

う
に
、
朝
鮮
が
漸
進
的
に
清
国
の
羈
絆
か
ら
脱
し
よ
う
と
す
る
時
期
で
あ
る
。
外
交
儀
礼
の
場
に
お
い
て
も
、
君
主
の
自
称
が
「
朕
」

に
、
尊
号
が
「
陛
下
」
に
変
わ
り
、「
聖
寿
慶
節
」
で
誕
辰
を
祝
う
な
ど
の
変
化
が
見
ら
れ
る（

11
（

。
被
教
育
者
呼
称
の
変
化
も
、
こ
の

よ
う
な
既
存
秩
序
の
変
化
の
一
つ
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
よ
っ
て
被
教
育
者
呼
称
と
し
て
「
学
徒
」「
学
員
」
が
選
択
さ
れ
た
の
は
、

そ
れ
が
清
国
や
日
本
と
は
異
な
る
独
自
性
の
表
現
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

被
教
育
者
呼
称
は
、
そ
の
後
、
甲
午
改
革
期
、「
保
護
国
」
期
、
植
民
地
期
な
ど
、
各
時
代
で
変
化
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
前
近
代

の
被
教
育
者
呼
称
と
の
つ
な
が
り
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
の
問
題
意
識
を
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
広
げ
て
考
察
す
る
こ

と
が
課
題
で
あ
る
。

註（
1
）  

鈴
木
貞
美
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
学
芸
諸
概
念
と
そ
の
編
成

史
―
―
国
際
共
同
研
究
と
そ
の
方
法
の
提
案
」『
日
本
研
究
』

三
七
、二
〇
〇
八
年
、
二
五
三
頁
。

（
2
）  

育
英
公
院
に
つ
い
て
は
、
そ
の
設
立
過
程
、
被
教
育
者
の
構

成
、
授
業
の
内
容
な
ど
、
研
究
成
果
が
蓄
積
し
て
い
る
。
代

表
的
な
研
究
と
し
て
、
尹
健
次
『
朝
鮮
近
代
教
育
の
思
想
と

運
動
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
、
六
四
～
七
三
頁
。

金
京
美
『
한
국 

근
대
교
육
의 

형
성
』
혜
안
、
二
〇
〇
九
年
、

八
一
～
九
八
頁
。
金
敬
容
「『
育
英
公
院
目
録
』
연
구
」『
教

育
史
学
研
究
』
二
〇
―
二
、二
〇
一
〇
年
。
최
보
영
「
育
英
公

院
의 

설
립
과 

운
영
실
태 

再
考
察
」『
韓
国
独
立
運
動
史
研
究
』

四
二
、二
〇
一
二
年
。
서
명
일
「
육
영
공
원
의 

교
과
서
와 

근

대 

지
식
의 

전
파
」『
韓
国
史
学
報
』五
六
、二
〇
一
四
年
、な
ど
。
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（
3
）  

一
八
八
〇
年
代
の
渡
日
留
学
生
の
代
表
的
な
研
究
と
し
て
、

阿
部
洋
「
旧
韓
末
の
日
本
留
学
（
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
）」『
韓
』
三

―
五
、三
―
六
、三
―
七
、一
九
七
四
年
。
上
垣
外
憲
一
『
日
本

留
学
と
革
命
運
動
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
。
李

光
麟
「
開
化
初
期 

韓
国
人
의 

日
本
留
学
」『
朝
鮮
開
化
史

의 

諸
問
題
』
一
朝
閣
、
一
九
八
六
年
。
李
吉
魯
「
一
九
世

紀
後
半
に
お
け
る
朝
鮮
人
の
日
本
留
学
―
―
最
初
の
日
本
留

学
生
が
派
遣
さ
れ
る
経
緯
を
中
心
と
し
て
」『
教
育
学
雑
誌
』

三
七
、二
〇
〇
二
年
。
金
淇
周
「
개
화
기 

조
선 

정
부
의 

대
일

유
학
정
책
―
―
一
八
八
〇
년
대
를 

중
심
으
로
」
檀
国
大
学
校

東
洋
学
研
究
所
編
『
개
화
기 
한
국
과 

세
계
의 

상
호 

교
류
』

국
학
자
료
원
、
二
〇
〇
四
年
、
な
ど
。

（
（
）  

朝
鮮
時
代
、「
学
生
」
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、崔
永
浩
「
幼
学
・

学
生
・
校
生
考
―
―
一
七
세
기 

身
分
構
造
의 
변
화
에 

대
하

여
」『
歴
史
学
報
』
一
〇
一
、一
九
八
四
年
。
崔
承
煕
「
朝
鮮

後
期 

「
幼
学
」・「
学
生
」
의 

身
分
史
的 

意
味
」『
国
史
館
論

叢
』
一
、一
九
八
九
年
。
李
俊
九
『
朝
鮮
後
期
身
分
職
役
変
動

研
究
』
一
潮
閣
、
一
九
九
三
年
。
な
お
、「
学
生
」
の
本
来
の

意
味
は
、
成
均
館
・
四
学
に
所
属
す
る
幼
学
を
指
す
も
の
で

あ
っ
た
。
先
行
研
究
に
よ
り
、
文
禄
・
慶
長
の
役
以
後
、「
学

生
」
は
死
ん
だ
幼
学
に
対
す
る
尊
号
と
し
て
一
般
的
に
な
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

（
（
）  

宋
喆
儀
、
他
『
한
국 

근
대 

초
기
의 

어
휘
』
ソ
ウ
ル
大
学
校

出
版
部
、
二
〇
〇
八
年
。

（
（
）  

韓
龍
震
・
김
자
중
「
근
대 

「
교
사
」 

개
념
의 

수
용
과 

변
천

에 

관
한 

개
념
사
적 

고
찰
」『
韓
国
教
育
史
学
』
三
七
―
三
、

二
〇
一
五
年
。

（
（
）  

佐
藤
喜
代
治
「「
学
生
」「
学
匠
」
並
び
に
「
書
生
」」『
国
語

語
彙
の
歴
史
的
研
究
』
明
治
書
院
、
一
九
七
一
年
。

（
（
）  

石
堂
彰
彦
「「
書
生
」
と
「
学
生
」
の
あ
い
だ
―
―
一
八
八
〇

年
代
の
『
読
売
新
聞
』
に
お
け
る
変
遷
」『
成
蹊
人
文
研
究
』

一
四
、二
〇
〇
六
年
。

（
9
）  

岩
木
勇
作
「「
学
生
」
の
起
源
―
―
教
育
に
お
け
る
呼
称
の
歴

史
的
研
究
」『
創
価
大
学
大
学
院
紀
要
』
三
一
、二
〇
〇
九
年
。

（
10
）  

朱
鎮
五
「
한
국 

근
대
국
민
국
가 

수
립
과
정
에
서 

왕
권

의 

역
할
（
一
八
八
〇
～
一
八
九
四
）」『
역
사
와 

현
실
』

五
〇
、二
〇
〇
三
年
。
岡
本
隆
司
『
属
国
と
自
主
の
あ
い
だ
』

名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
。
韓
哲
昊
『
한
국 

근
대 

개
화
파
와 

통
치
기
구 

연
구
』
선
인
、
二
〇
〇
九
年
。
張
暎
淑

『
고
종
의 

정
치
사
상
과 

정
치
개
력
론
』
선
인
、
二
〇
一
〇
年
。

（
11
）  

尹
健
次
前
掲
、
二
四
頁
。

（
12
）  

黄
遵
憲
『
朝
鮮
策
略
』（
国
史
編
纂
委
員
会
編
『
修
信
使
記
錄　

全
』
同
刊
行
、
一
九
五
八
年
、
一
六
七
頁
）。

（
13
）  「
今
俗
無
位
之
士
、
生
称
幼
学
、
死
称
学
生
、
其
義
非
也
」、

李
瀷
「
人
事
門
、
生
員
条
」『
星
湖
僿
説
』
巻
三
。
崔
永
浩
、

前
掲
、
四
頁
。
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（
1（
）  

先
行
研
究
で
は
、「
生
称
幼
学
、
死
称
学
生
」
の
慣
習
を
認
め

つ
つ
も
、「
学
生
」
が
生
存
者
に
使
用
さ
れ
て
い
る
事
例
が

あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
（
崔
承
煕
、
前
掲
、
一
一
六
～

一
一
七
頁
。
李
俊
九
、
前
掲
、
一
二
六
頁
）。

（
1（
）  

領
選
使
の
先
行
研
究
と
し
て
、
権
錫
奉
「
領
選
使
行
에 

対
한 

一
考
察
」『
歴
史
学
報
』
一
七
・
一
八
、一
九
六
二
年
。
李
相
一

「
김
윤
식
의 

개
화
자
강
론
과 

영
선
사 

使
行
」『
韓
国
文
化
研

究
』
一
一
、二
〇
〇
六
年
。

（
1（
）  

こ
の
咨
文
は
金
允
植
の
日
記
『
陰
晴
史
』（
国
史
編
纂
委
員
会

編
『
従
政
年
表
・
陰
晴
史
全
』
同
刊
行
、一
九
七
一
年
、以
下
『
陰

晴
史
』）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。「
朝
鮮
国
王
、
為
派
選
工
員

学
習
製
造
事
」「
朝
鮮
国
王
、為
派
選
匠
工
、赴
廠
学
造
事
」『
陰

晴
史
』
一
八
八
二
年
二
月
二
〇
日
条
。

（
1（
）  「
自
上
有
工
徒
添
選
之
命
、
中
人
子
弟
三
十
余
人
」『
陰
晴
史
』

一
八
八
一
年
一
〇
月
一
七
日
条
。

（
1（
）  「
率
学
徒
、
工
匠
来
到
、
尚
有
未
到
者
云
」『
陰
晴
史
』

一
八
八
一
年
一
〇
月
一
七
日
条
。

（
19
）  

権
錫
奉
前
掲
、二
九
五
～
二
九
六
頁
。
金
京
美
、前
掲
、三
四
頁
。

（
20
）  「
送
学
徒
九
人
、
隨
従
六
人
、
学
徒
李
章
煥
」『
陰
晴
史
』

一
八
八
二
年
三
月
六
日
条
。

 
 

 「
余
〔
金
允
植
〕
曰
…
…
敝
邦
学
徒
不
慣
遠
游
久
客
…
…
」
同
、

一
八
八
二
年
三
月
一
五
日
条
。

（
21
）  

例
え
ば
、「
嗣
後
査
看
前
館
学
生
」『
京
師
同
文
館
館
規
』、
舒

新
城
編
『
中
華
史
料
叢
刊
近
代
中
国
教
育
史
料
』
中
国
人
民

大
学
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
、
八
頁
。「
開
明
学
生
姓
氏
籍

貫
里
居
、
先
至
本
書
院
報
」、「
中
西
書
院
告
白
」『
申
報
』

一
八
八
五
年
一
二
月
一
日
付
五
面
。

（
22
）  「〔
呉
観
察
〕
書
示
曰
、
貴
邦
之
学
生
」『
陰
晴
史
』

一
八
八
一
年
一
二
月
一
〇
日
条
。

 
 

 「〔
水
雷
局
学
堂
職
員
〕
又
書
示
曰
…
…
即
貴
国
学
生
」『
陰

晴
史
』
一
八
八
一
年
一
二
月
一
一
日
条
。

（
23
）  「
游
〔
蔵
園
〕
問
曰
、
聞
貴
国
学
徒
…
…
」『
陰
晴
史
』

一
八
八
二
年
三
月
一
五
日
条
。

（
2（
）  「
穆
〔
メ
レ
ン
ド
ル
フ
〕
曰
、
出
洋
学
徒
六
人
、
吾
将
帯
出
、

先
教
貴
国
学
生
等
、
習
西
語
西
文
、
分
送
開
港
三
処
、
一
処

各
二
人
、
交
渉
商
務
等
事
…
…
仍
出
示
学
徒
六
人
姓
名
、
頭

批
出
洋
学
生
蔡
紹
基
、
在
水
師
営
務
処
、
頭
批
出
洋
学
生
梁

敦
彦
在
電
報
学
堂
、
二
批
出
洋
学
生
呉
仲
賢
、
在
機
器
東
局
、

三
批
出
洋
学
生
、
林
沛
泉
、
在
津
海
新
関
、
三
批
出
洋
学
生

周
長
齢
、
在
津
海
新
関
、
三
批
出
洋
学
生
梁
如
浩
、
在
南
局
、

三
人
此
次
同
往
、
其
余
明
春
来
会
」『
陰
晴
史
』
一
八
八
二
年

一
〇
月
一
四
日
条
。

（
2（
）  「
抄
択
語
学
生
、
教
習
於
同
文
学
校
…
…
学
生
為
四
十
余
人
」

『
陰
晴
史
』
一
八
八
三
年
四
月
条
。

（
2（
）  

朝
士
視
察
団
に
つ
い
て
は
次
の
研
究
を
参
照
。
許
東
賢
『
近

代
韓
日
関
係
史
硏
究
―
―
朝
士
視
察
団
의 

日
本
観
과 

国
家
構
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想
』
国
学
資
料
院
、
二
〇
〇
〇
年
。

（
2（
）  『
福
澤
諭
吉
書
簡
集
』
三
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、

二
九
一
頁
。
同
、
三
〇
八
頁
。

（
2（
）  

岩
木
勇
作
、前
掲
、一
七
五
～
一
七
六
頁
。
趙
準
永『
文
部
省（
所

轄
目
錄
）』
の
元
と
な
っ
た
『（
明
治
一
三
、一
四
年
度
）
東
京

大
学
法
理
文
三
学
部
一
覧
』
の
次
年
度
版
は
、「
生
徒
」
呼
称

が
「
学
生
」
呼
称
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。

（
29
）  （
韓
国
）
国
会
図
書
館
立
法
調
査
局
編
『
旧
韓
末
条
約
彙
纂
』

中
巻
、
同
刊
行
、
一
九
六
五
年
、
三
〇
四
頁
。

（
30
）  『
通
理
交
涉
通
商
事
務
衙
門
章
程
』、
ソ
ウ
ル
大
学
校
奎
章
閣

所
蔵
、
奎
一
五
三
二
三
。
こ
れ
は
「
統
理
交
渉
通
商
事
務
衙

門
章
程
」
と
「
統
理
交
渉
通
商
事
務
衙
門
統
章
程
」
か
ら
な
り
、

前
半
部
は
一
八
八
二
年
（
高
宗
一
九
）
一
二
月
四
日
に
制
定

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
31
）  「
語
学
生
徒
入
日
本
者
…
…
」、「
駐
日
生
徒
」『
漢
城
旬
報
』

一
八
八
三
年
一
二
月
二
〇
日
付
七
面
。「
故
学
校
歳
増
生
徒
日

進
…
…
」、「
学
校
」
同
、
一
八
八
四
年
三
月
一
八
日
付
一
六

面
。「
而
其
生
徒
皆
聡
明
…
…
」、「
私
議
、
論
学
政
第
一
」『
漢

城
周
報
』
一
八
八
六
年
一
月
二
五
日
付
八
面
。

（
32
）  「
語
学
生
徒
尹
定
植
…
…
」『
旧
韓
国
外
交
関
係
附
属
文
書
三

―
―
統
署
日
記
』
一
、
高
麗
大
学
校
亜
細
亜
問
題
研
究
所
、

高
宗
二
〇
年
（
一
八
八
三
）
九
月
一
三
日
条
、一
三
頁
。
以
下
、

同
シ
リ
ー
ズ
を
『
統
署
日
記
』
と
す
る
。

 
 

 「
照
会
日
館
、
游
学
日
本
生
徒
事
」『
統
署
日
記
』
一
、

一
八
八
四
年
一
月
二
三
日
条
、
三
七
頁
。

 
 

 「
同
文
学
生
徒
都
講
為
之
」
同
、
一
八
八
四
年
一
月
三
〇
日
条
、

三
八
頁
。

 
 

 「
揀
選
生
徒
、
派
遣
大
日
本
国
遊
学
」
同
、
一
八
八
五
年
四
月

二
〇
日
条
、
二
一
二
頁
。

（
33
）  「
通
商
衙
門
設
有
同
文
学
英
語
学
塾
募
集
生
徒
…
…
得
宜
生
徒

漸
有
進
益
現
額
為
二
十
九
人
…
…
」、「
英
語
学
徒
近
況
」『
漢

城
旬
報
』
一
八
八
四
年
三
月
一
八
日
付
三
面
。

（
3（
）  「
本
衙
門
設
有
施
医
院
一
所
…
…
邀
美
国
医
師
安
連
、
并
置
学

徒
医
薬
諸
具
」『
統
署
日
記
』一
、一
八
八
五
年
二
月
一
八
日
条
、

一
八
七
～
一
八
八
頁
。

（
3（
）  「
第
一
条
는 

生
徒
幾
員
이
」、「
公
立
医
院
規
則
」『
漢
城
周
報
』

一
八
八
六
年
二
月
一
日
付
四
面
。

（
3（
）  

上
野
茂
一
郎
の
朝
鮮
派
遣
に
つ
い
て
の
別
史
料
と
し
て
、
明

治
一
六
年
九
月
一
七
日
「
参
謀
本
部
よ
り
朝
鮮
国
語
学
生
徒

上
野
茂
一
郎
俸
給
の
件
照
会
」
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
、

R
ef. C

090（12（（20

、
防
衛
省
防
衛
研
究
所
蔵
。

（
3（
）  

筆
者
の
調
査
で
は
次
の
用
例
を
確
認
し
た
。「
函
日
館
、
本
国

留
学
生
食
費
等
事
…
…
」（『
統
署
日
記
』
一
、一
八
八
六
年
二

月
五
日
条
、
三
四
〇
頁
）。「
釜
牒
、
日
領
事
照
会
国
文
、
未

得
詳
解
、
方
選
学
生
于
日
館
講
習
」（
同
、
一
八
八
七
年
六
月

一
九
日
条
、
五
四
八
頁
）。「
機
器
局
来
文
…
…
派
送
製
薬
学
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生
金
有
植
…
…
」（『
統
署
日
記
』
二
、一
八
八
九
年
二
月
二
六

日
条
、
六
七
頁
）。

（
3（
）  
次
の
史
料
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。『
旧
韓
国
外
交
文
書
（
日

案
一
）』
高
麗
大
学
校
亜
細
亜
問
題
研
究
所
、
二
五
五
頁
（
文

書
番
号
五
三
二
）。
こ
こ
で
は
「
朝
鮮
留
学
生
徒
」「
学
生
」

呼
称
が
使
わ
れ
て
い
る
。

（
39
）  『
統
署
日
記
』
一
、一
八
八
六
年
五
月
一
四
日
条
、
三
八
七
頁
。

（
（0
）  「
来
文
為
学
徒
李
学
仁
」（『
統
署
日
記
』
一
、一
八
八
六
年
七

月
五
日
条
、
四
〇
四
頁
）。

 
 

 「
学
徒
以
内
外
衙
門
堂
郎
子
…
…
」（
同
、
一
八
八
六
年
七
月

一
二
日
条
、
四
〇
七
頁
）。

 
 

 「
至
本
国
学
徒
閔
、
辺
、
尹
三
人
」（
同
、
一
八
八
六
年
七
月

一
四
日
条
、
四
〇
八
頁
）。

（
（1
）  『
統
署
日
記
』
で
朝
鮮
人
に
対
し
て
最
後
に
「
生
徒
」
が
使
用

さ
れ
る
の
は
一
八
八
六
年
四
月
二
四
日
で
あ
る
（『
統
署
日

記
』
一
、三
七
七
～
三
七
八
頁
）。
よ
っ
て
「
生
徒
」
と
「
学
徒
」

の
転
換
点
は
、
確
認
で
き
る
限
り
で
言
え
ば
、
一
八
八
六
年

四
月
末
で
あ
る
。

（
（2
）  

同
事
件
の
フ
ラ
ン
ス
側
の
記
録
と
し
て
、
国
史
編
纂
委
員
会

編
『
프
랑
스
외
교
문
서
２
』
同
刊
行
、
二
〇
〇
三
年
、
三
九

～
四
二
頁
（
フ
ラ
ン
ス
語
文
は
二
二
九
～
二
三
三
頁
）。
原
語

は
「trois élèves

」
と
な
っ
て
い
る
。

（
（3
）  「
電
報
局
啓
曰
…
…
本
局
学
徒
幼
学
白
喆
鏞
」（『
承
政
院
日
記
』

一
三
六
冊
、
高
宗
二
五
年
（
一
八
八
八
年
）
二
月
三
日
条
）。

 
 

 「
又
啓
曰
…
…
本
局
学
徒
司
果
李
羲
宣
」（『
承
政
院
日
記
』

一
三
六
冊
、
高
宗
二
五
年
（
一
八
八
八
年
）
二
月
一
一
日
条
）。

（
（（
）  「
電
報
局
雇
用
中
国
領
班
学
生
二
人
薪
費
」『
統
署
日
記
』
一
、

一
八
八
七
年
六
月
二
八
日
条
、
五
五
三
頁
。

（
（（
）  

韓
国
国
学
振
興
院
所
蔵
。『
官
学
院
録
』
に
つ
い
て
は
、
金
敬

容
が
テ
ク
ス
ト
を
翻
刻
、
翻
訳
し
て
内
容
分
析
を
試
み
て
い

る
。
金
敬
容
「
一
九
세
기
말 

更
張
期 

朝
鮮
의 

교
육
개
혁
과 

『
官
学
院
錄
』」『
教
育
史
学
研
究
』
一
八
―
一
、二
〇
〇
八
年
。

（
（（
）  「
八
道
四
都
各
営
例
有
儒
生
居
接
所
」（「
新
設
学
校
節
目
」
第

八
条
）。

（
（（
）  「
歳
試
則
倶
率
学
徒
」（「
新
設
学
校
節
目
」
第
五
条
）。

 
 

「
各
営
邑
学
院
学
徒
、
択
其
本
地
士
民
子
弟
」（
同
、
第
九
条
）。

 
 

「
毎
三
朔
式
遆
任
学
院
、
課
訓
学
徒
」（
同
、
第
十
条
）。

 
 

「
如
有
出
力
而
私
設
学
塾
、
興
勧
学
徒
」（
同
、
第
十
二
条
）。

（
（（
）  「
内
務
府
啓
…
…
京
学
院
〔
経
学
院
〕
既
設
置
矣
…
…
会
院
学

徒
」（『
承
政
院
日
記
』
一
三
六
冊
、
高
宗
二
四
年
（
一
八
八
七

年
）
七
月
二
〇
日
条
。

（
（9
）  

高
麗
大
学
校
附
属
図
書
館
所
蔵
。
金
敬
容
が
テ
ク
ス
ト
を
翻

刻
、
翻
訳
し
て
内
容
分
析
を
試
み
て
い
る
。
金
敬
容
前
掲

（
二
〇
一
〇
年
）。

（
（0
）  「
以
司
謁
口
伝
下
教
曰
…
…
学
徒
以
内
外
衙
門
堂
郎
子
…
…
」

『
育
英
公
院
日
録
』
一
八
八
六
年
七
月
一
一
日
条
。



1（（　　朝鮮開化初期における被教育者の呼称について　　桝谷

（
（1
）  「
一
、
学
徒
課
日
…
…
」、『
育
英
公
院
日
録
』
一
八
八
六
年
七

月
二
八
日
条
。

（
（2
）  「
一
、
院
設
左
右
、
各
充
学
員
、
課
日
肄
習
」、『
育
英
公
院
日

録
』
一
八
八
六
年
七
月
二
八
日
条
。

（
（3
）  

本
稿
で
は
、
詳
し
く
述
べ
な
い
が
、
例
と
し
て
、「
政
府
来
関

…
…
揀
師
範
学
員
各
四
人
…
…
小
学
学
徒
各
六
人
…
…
漢
英

日
学
員
各
二
人
…
…
」（『
統
署
日
記
』
三
、一
八
九
四
年
九
月

二
日
条
、
四
〇
六
頁
）
い
う
記
述
か
ら
、
師
範
学
校
、
外
国

語
学
校
は
「
学
員
」、
小
学
校
は
「
学
徒
」
と
区
別
し
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
（（
）  

月
脚
達
彦
『
朝
鮮
開
化
思
想
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』
東
京
大

学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
、
一
四
四
～
一
五
一
頁
。




